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条約批准に向けて、国内法の整備を！


私たちが求める「学籍一元化」とは

　

なぜ、学籍一元化が必要か

　我が国では、その子が、その学校の児童・生徒として存在していることを学籍として表しています。

学籍によって、そのクラス・学年・学校の子どもの人数が決まります。子どもの人数によって、クラス数が決まり、教員の人数、学校の規模も決まります。それに基づいて、予算の配当も決まってきます。

しかし、学籍によってきまるのは、このような行政的なことだけではありません。

意識が決まってしまうのです。学籍があることで、「うちの学校の子・うちのクラスの子」という大人の意識と、子どもたちの仲間意識が生まれるのです。

現在、日本では、障害によってこの学籍が分けられています。それによって、同じ地域で暮らしていても、地域の学校の子ではなく、地域で共に暮らす仲間意識を育てることが難しくなっています。これが地域からの排除・区別・差別をうむことになっているのです。

インクルーシヴな教育システムとは、「誰でもが、その地域社会に受け入れられている教育システム」です。要するに地域の子どもが地域の学校に入れる教育システムです。
我が国の国内法は、障害によって学籍を分離しているのですから、条約と大きく矛盾しているのです。

認定就学者と交流教育の限界
文科省は、「認定就学者」制度や交流教育によって、現状システムを変えずに済まそうとしています。認定就学者は、本来、養護学校適とされた子に対して、行政が特別に許可して学籍を与えている制度です。本来ここに居るべき子ではないので、就学相談が継続されています。また、交流は、学籍を分けておいて、とく別な場面だけを一緒に過ごすにすぎません。そこでは、共に生きる仲間意識は育っていかないのです。

とにかく、入り口は一緒に
条約は「地域の小中学校に全員就学すること」を認めています。ここにいたるまでは、紆余曲折がありました。行きたい子が地域の学校に行けるようにする選択権を認めようとした時期もありました。しかし、条約は、選択権ではなく地域の学校への全員就学に変えたのです。ですから、まずは、就学時検診をはじめとする、学籍を分離するための一連の手続きを廃止し、６歳の春に、分け隔てなく、全員地域の学校に学籍を有すること、これがスタートなのです。
「地域にその子の住民票がありさえすれば、地域の学校に行ける。入り口は一緒に」という「学籍一元化」に、まず変えるべきなのです。

学籍一元化にむけて
	月
	学校現場の行事等
	現在の就学手続き・事務
	一元化したら…

	６月
	
	市町村で就学相談開始・随時就学指導委員会開催

　　
	・就学台帳をもとに、すべての家庭に就学の通知をだす。

・

就健

・就学先の希望の確認と、

必要な配慮の確認とそのための準備

・就学先を別に考えている場合は、就学相談機関を教える。学校見学等実施

・このあたりで、地域の普通学級以外を就学する子、通級を希望する子の人数がわからないと、特別支援関係の教員の人数や学級数等が決まらない。

· 学校予算も関係する

· この時点で、転居者以外の人数と、配慮を要する子どもの様子が把握されていないと、現場は混乱する！

・新一年生保護者会

必要な配慮についての聞き取り

· 来年度体制準備

クラス分け

担任決定

支援員の要請

施設設備の改良

・入学後も必要な配慮についての検討を随時行っていく



	７月
	夏休み
	　市町村で就学台帳作成と

保護者への就健通知（？）
	

	8月
	
	
	

	９

月
	2学期
	　保健主任対象就健説明会
	

	10

月　　
	教職員異動調査
	　各学校での就健実施

　　　　（就学相談の進めと就学の確認）
	

	11

月
	
	　　　　来年度の学級数の確認
	

	12月


	入学式委員会

冬休み
	
	

	１

月
	3学期

入学式についての職員会議
	就学通知発送
	

	２

月
	新1年生保護者会
	
	

	３

月
	異動内示

担任希望調査

来年度体制準備（教室配置・クラス分け作業等）

修了式・卒業式

入学準備
	最終人数確認（3月31日）
	

	４

月
	学年・担任発表

始業式

入学式
	4月1日・6日での人数確認で学級数変更あり

教員配置
	

	５

月
	
	5月1日での人数確認で学級数変更あり

教員配置
	





パート４　
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